
 

 

運輸安全マネジメントに関する取り組みについて 

令和８年 1 月 

株式会社葵交通 

 

『安全は全てに優先する』 
お客様を「安全」かつ「快適」に輸送することが私達の最大の使命です 

 

当社では、輸送の安全を確保するために社長以下、全社員が一丸となって法令遵

守に取り組んでおります。 

 

1. 輸送の安全に関する基本的な方針 

1 私たちは、ルールに従い安全運転を行います。 

2 私たちは、全てにおいて安全を最優先します。 

3 私たちは、安全の維持･向上に努めます。 

4 私たちは、安全運転を通じ、最高のサービスを提供します。 

 

2. 安全重点施策 (令和 8 年１月 1 日～12 月 31 日) 

⚫ 年間事故０ゼロ 

⚫ 自然災害等への対応の強化 

⚫ 交通法規の遵守･周知(改定されるもの、されたもの) 

⚫ 輸送の安全に係る設備投資 

 

3. 輸送の安全に関する目標 (令和 8 年 1 月 1 日～12 月 31 日) 

1．事故件数０の達成 

2．自然災害等への対応措置の再検討、構築 

3．外部機関による安全講習会の実施 

４. 先進装置を備えた車両の導入 



 

4. 事故に関する統計 

 別紙 1 参照 

 

5. 輸送の安全に関する目標及びその達成状況 (令和 7 年 1 月 1 日～12 月 31 日) 

(1)事故件数０の継続(自動車事故報告規則第 2 条の規定に該当する事故) 

→ 0 件を達成 別添 1 

※報告に該当しない物損事故が 1 件発生した 
 

 (2)自然災害等への対応措置の再検討、構築 

   → 構築には至らなかったため、翌年も継続的に取り組んでいく 
 

 (３)予防整備の確実な実施による安全確保 

   → 計画通りに実施を行った 

      

(4)先進装置を備えた車両の導入 

  → 導入には至らなかった、計画を翌年に移行する 
 

6. 輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置 

令和 7 年度実績 (令和 7 年 1 月 1 日～12 月 31 日) 

⚫ 一般適性診断受診  …本年度対象者全員実施 

⚫ 適齢診断受診    …本年度対象者全員実施 

⚫ 定期健康診断    …全員実施 

⚫ 脳ドックの実施 …期間内対象者全員実施 

⚫ アルコール検知器の保守点検 …実施 

⚫ インフルエンザ予防接種 …一部未実施に終わった 

⚫ 第 4８回プロドライバー事故防止コンクールへの参加 …参加･報告済 

⚫ 年末年始の輸送等に関する安全総点検 …実施、報告済 

⚫ 月 1 回の簡易心電検査 …実施 

⚫ 予防整備ガイドラインに基づく予防整備の実施 …計画通り実施 

⚫ 先進装置を備えた車両の導入 …導入には至らなかったため翌年に実施 

⚫ 運行管理者一般講習 …3 名受講 

⚫ 運輸防災マネジメントセミナー …1 名受講 

 

 



令和 8 年度計画 (令和 8 年 1 月 1 日～12 月 31 日) 

 

⚫ 一般適性診断受診 (本年度対象者) 

⚫ 適齢適性診断受診 (本年度対象者) 

⚫ 定期健康診断受診 (全従業員) 130,000 円 

⚫ 脳ドックの実施 (今年度対象者) 175,000 円 

⚫ 眼底検査 (全運転者) 15,000 円 

⚫ 心臓疾患検査 (全従業員) 35,000 円 

⚫ アルコール検知器の保守点検 (営業所・携行用) 20,000 円 

⚫ インフルエンザ予防接種 (全従業員) 40,000 円 

⚫ 第 4９回プロドライバー事故防止コンクールへの参加 

⚫ 年末年始の輸送等に関する安全総点検の実施 

⚫ 月 1 回の簡易心電検査の実施(運転者) 

⚫ 先進装置を備えた車両の導入 55,000,000 円 

 

7. 輸送の安全に係る研修等受講計画 (令和 8 年 1 月 1 日～12 月 31 日) 

(1)経営管理部門に対する教育・研修等 計画 

⚫ ＮＡＳＶＡ運輸安全マネジメントセミナーへの参加 

・リスク感受性セミナー(２月) …統括部長 

⚫ 整備管理者一般講習 …選任者２名 

 

(2)乗務員に対する教育・研修等 計画 

⚫ デジタコ及びドラレコデータに基づいた個別指導･教育 

⚫ 適性･適齢診断の結果に基づいた個別指導･教育 

⚫ 年間教育計画に基づいた指導･監督 

⚫ 労働基準法に関する指導教育の実施 

⚫ 改善基準告示に関する指導教育の実施 

⚫ 自然災害等への対応措置の検討･構築 

⚫ 外部機関(警察署を予定)による安全講習会の実施 

⚫ 運転技能向上のための実技訓練 



8.輸送の安全に係る内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようと

する措置 

安全管理体制上の課題や問題点を見出すため年 1 回、自己チェックリスト等を用

いて内部監査を実施 

 

 

9. 輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制 

 別添 2 参照 

 

10. 安全管理規程 

 別添 3 参照 

 

11. 行政処分 

 行政処分はございません 

 

12. 安全統括管理者に係る情報 

 安全統括管理者：取締役統括部長 坂 嘉博 

 

 

 

 

葵交通では、今後も 《安全を第一》 に 

               社員一丸となって取り組んでまいります。 


